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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側面にガイドピンが突設されたガイドピン付のハードディスクドライブが交換可能に
搭載されるハードディスクドライブ搭載装置であって、
　前記ハードディスクドライブ搭載装置の筐体内の前記ハードディスクドライブの搭載エ
リアには、前記ハードディスクドライブが、高さ方向に１つずつ隣接した状態で複数個搭
載されており、
　前記搭載エリアの、１つの前記ハードディスクドライブの搭載部分毎に、前記搭載部分
に対して前記ハードディスクドライブを独立に着脱できる機構が設けられており、
　前記機構が、
　前記ガイドピンを受け入れるガイド溝を備えた平行に配置された２枚の固定レールと、
　前記固定レールの各個の一方の端部の間に設けられ、前記ガイドピン付のハードディス
クドライブに接続する接続コネクタを備えた基板と、
　該固定レールの内側に隣接して設けられ、前記ガイド溝に重なる駆動溝を備えると共に
、前記基板に対して離れる方向或いは近づく方向に摺動可能な移動レールを備え、
　前記ガイド溝は、前記ハードディスクドライブの搭載時に前記ガイドピンを受け入れる
垂直溝と、前記垂直溝内の前記ガイドピンを前記基板側に移動させる水平溝とを備えてお
り、
　前記ハードディスクドライブの搭載時に前記ガイド溝に受け入れられた前記ガイドピン
は、前記駆動溝にも挿入されるようになっており、
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　前記駆動溝は、前記基板に近い側に斜面部、遠い側に垂直部を備えており、前記移動レ
ールが摺動すると、前記斜面部又は前記垂直部を前記ガイドピンに当接させて前記ガイド
ピンを前記ガイド溝内で移動させるようになっており、
　前記ガイド溝に前記ガイドピンが挿入された時に前記固定レールの一端側に前記移動レ
ールを移動させると、前記機構内に前記ハードディスクドライブが搭載され、前記機構内
に前記ハードディスクドライブが搭載された状態で前記固定レールの他端側に前記移動レ
ールを移動させると、前記機構内から前記ハードディスクドライブが取り出せる状態にな
るハードディスクドライブ搭載装置。
【請求項２】
　両側面にガイドピンが突設されたガイドピン付のハードディスクドライブ及び前面に着
脱用部材を有するガイドピン無しのハードディスクドライブが、交換可能に搭載されるハ
ードディスクドライブ搭載装置であって、
　前記ハードディスクドライブ搭載装置の筐体内に、前記ガイドピン付のハードディスク
ドライブを搭載する第１の搭載エリアと、前記ガイドピン無しのハードディスクドライブ
を搭載する第２の搭載エリアとを備え、
　前記第２の搭載エリアが前記筐体の前面側に設けられ、前記第１の搭載エリアが前記第
２の搭載エリアよりも背面側に設けられ、
　前記第１の搭載エリアには、前記ガイドピン付のハードディスクドライブの搭載部分毎
に、前記搭載部分に対して前記ガイドピン付のハードディスクドライブを独立に着脱でき
る機構が設けられ、
　前記機構が
　前記ガイドピンを受け入れるガイド溝を備えた平行に配置された２枚の固定レールと、
　前記固定レールの各個の一方の端部の間に設けられ、前記ガイドピン付のハードディス
クドライブに接続する接続コネクタを備えた基板と、
　該固定レールの内側に隣接して設けられ、前記ガイド溝に重なる駆動溝を備えると共に
、前記基板に対して離れる方向或いは近づく方向に摺動可能な移動レールを備え、
　前記ガイド溝は、前記ガイドピン付のハードディスクドライブの搭載時に前記ガイドピ
ンを受け入れる垂直溝と、前記垂直溝内の前記ガイドピンを前記基板側に移動させる水平
溝とを備えており、
　前記ガイドピン付のハードディスクドライブの搭載時に前記ガイド溝に受け入れられた
前記ガイドピンは、前記駆動溝にも挿入されるようになっており、
　前記駆動溝は、前記基板に近い側に斜面部、遠い側に垂直部を備えており、前記移動レ
ールが摺動すると、前記斜面部又は前記垂直部を前記ガイドピンに当接させて前記ガイド
ピンを前記ガイド溝内で移動させるようになっており、
　前記ガイド溝に前記ガイドピンが挿入された時に前記固定レールの一端側に前記移動レ
ールを移動させると、前記機構内に前記ガイドピン付のハードディスクドライブが搭載さ
れ、前記機構内に前記ガイドピン付のハードディスクドライブが搭載された状態で前記固
定レールの他端側に前記移動レールを移動させると、前記機構内から前記ガイドピン付の
ハードディスクドライブが取り出せる状態になるハードディスクドライブ搭載装置。
【請求項３】
　前記移動レールに、外力の印加により前記移動レールを移動させる移動レール駆動部材
が設けられている請求項１または２に記載のハードディスクドライブ搭載装置。
【請求項４】
　ラック内に、請求項１に記載のハードディスクドライブ搭載装置が積み重ねられて搭載
された情報処理装置。
【請求項５】
　ラック内に、請求項２に記載のハードディスクドライブ搭載装置が積み重ねられて搭載
された情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本出願はハードディスクドライブ搭載装置、及びこのハードディスクドライブ搭載装置
を組み込んだ情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、データセンタ等に設置されるサーバ装置やストレージ装置は、大量のデータ処理
を行なっており、データを記憶するためのハードディスクドライブを数多く実装している
。それら装置に搭載されているハードディスクドライブは接続コネクタの構造上、コネク
タを接続・抜去するにはユニットを長手方向（水平方向）に挿抜する必要がある。
【０００３】
　そのため、図１Ａに示す情報処理装置であるサーバ搭載ラック５０のように、ハードデ
ィスクドライブの保守・増設作業を容易に行なうために、通常ハードディスクドライブは
レール及びイジェクタを一体化したユニット構造となっている。そして、サーバ搭載ラッ
ク５０の前面側からハードディスクドライブを着脱する構造となっているものが一般的で
ある。図１Ａに示されるサーバ搭載ラック５０では、複数のハードディスクドライブを搭
載するラックマウントサーバ装置１０が何段にも渡って積み重ねられている。そして、ハ
ードディスクドライブ１の交換時には図１Ｂに示すように、ハードディスクドライブ１が
サーバ搭載ラック５０から引き出されたラックマウントサーバ装置１０から取り出される
。
【０００４】
　ラックマウントサーバ装置１０の前面と背面はアクセスが容易なエリアＡＥであり、側
面はアクセスが困難なエリアＡＤである。ラックマウントサーバ装置１０には、複数のハ
ードディスクドライブ１を縦横方向に並べて収容する前面シェルフ１０Ｓがあり、その後
方にファン２、ＣＰＵ３，メモリ４や拡張ＰＣＩボード５等が配置されている。ハードデ
ィスクドライブ１の側面には固定／挿抜用フレーム１Ｆが設けられており、この固定／挿
抜用フレーム１Ｆを利用してハードディスクドライブ１は前面シェルフ１０Ｓに収容され
る。
【０００５】
　図２Ａは、図１Ｂに示したラックマウントサーバ装置１０のハードディスク搭載部であ
る前面シェルフ１０Ｓから１つのハードディスクドライブ１を抜き出す様子を示すもので
あり、図２Ｂは図２Ａを側面から見た状態を示している。ハードディスクドライブ１の前
面には着脱用部材１Ｕが設けられており、ハードディスクドライブ１をラックマウントサ
ーバ装置１０の前面シェルフ１０Ｓから取り出す際には着脱用部材１Ｕを使用する。前面
シェルフ１０Ｓの壁面にはハードディスクドライブ１を取り付けるためのガイド１１があ
り、ハードディスクドライブ１はガイド１１に沿って接続／抜去が可能である。
【０００６】
　着脱用部材１Ｕを使用してハードディスクドライブ１を前面シェルフ１０Ｓから引き出
すと、前面シェルフ１０Ｓの背面側に設けられたバックプレーン（回路基板）３３にある
接続コネクタ３３Ｃとハードディスクドライブ１のコネクタ１Ｃとの接続が外れる。この
ように、ハードディスクドライブ１を前面シェルフ１０Ｓから取り出す際に使用する着脱
用部材１Ｕについては、類似の構成が特許文献１に開示されている。
【０００７】
　一方、今後も更なるデータ容量の増加が予想され、より大容量のハードディスクドライ
ブを搭載した装置が必要となる。ところが、図１Ｂに示したようなハードディスクドライ
ブ１を前面シェルフ１０Ｓにしか搭載しないラックマウントサーバ装置１０は、装置前面
にある前面シェルフ１０Ｓのスペースが、装置全体のサイズに比べて小さい。このため、
どうしてもラックマウントサーバ装置１０に搭載できるハードディスクドライブの台数が
限られてくる。
【０００８】
　そのため、ハードディスクドライブの搭載密度を上げるには、ラックマウントサーバ装
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置１０の前方のみではなく、ラックマウントサーバ装置１０の中央部にもハードディスク
ドライブ１を搭載することが考えられる。図３Ａは前面シェルフ１０Ｓの後方のラックマ
ウントサーバ装置１０の中央部にハードディスクドライブ１を搭載した例を示すものであ
る。
【０００９】
　このように、ラックマウントサーバ装置１０の中央部にもハードディスクドライブ１を
搭載した場合、保守・増設作業時には、図３Ｂに示すように、ハードディスクドライブ１
を水平方向に移動してコネクタの抜去をしてから上方へ取り外す必要がある。逆に、ハー
ドディスクドライブ１の取付け時には、ハードディスクドライブ１を上方から挿入してか
ら水平方向に移動してコネクタの接続を行なう必要がある。
【００１０】
　その結果、保守・増設時の作業性を維持したままハードディスクドライブ１を取り出す
場合には、前述の着脱用部材１Ｕ等でハードディスクドライブ１の接続を解除した後、ハ
ードディスクドライブ１をガイド１１より前方に引き出し切った後に上方へ取り出すこと
になる。このため、ラックマウントサーバ装置１０の中央部に、ハードディスクドライブ
１の増設・保守作業エリアＭＡ（作業スペース）を確保しなければならず、ハードディス
クドライブ１の実装密度が低下してしまうという問題がある。
【００１１】
　そこで、図４Ａ、図４Ｂに示すように、ハードディスクドライブ１を取付金具１３とネ
ジ１５で基板１７上のブラケット１４に固定し、ハードディスクドライブ１とラックマウ
ントサーバ装置１０との接続をケーブル１２で行う構造が考えられた。この構造では、ハ
ードディスクドライブ１を水平方向に移動させず、ケーブルコネクタ１２Ｃをハードディ
スクドライブ１のコネクタ１Ｃから外せば、ハードディスクドライブ１を開口部１６から
上方へ直接引き出すことができ、増設・保守作業エリアＭＡを小さくできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特表２００２－５０３３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、ケーブルを使用する接続構造の場合、ハードディスクドライブの実装密
度は改善できるが、保守・増設時の作業性が著しく低下してしまうという課題がある。更
に、装置稼動状態での作業の場合は通電状態での作業となる為、安全面や機能的な保護等
が必要となり、余分な機構が必要となる事から、結局、実装密度の低下を招き、さらにコ
ストアップの要因ともなる。
【００１４】
　ところで、図４Ａに示した構造をとった場合、ハードディスクドライブ１の周囲に増設
・保守作業エリアＭＡが確保でき、ハードディスクドライブ１側及び筐体１０Ａ側に着脱
及び固定用の機構部品（取付金具１３、ブラケット１４等）が配置される。一方、ハード
ディスクドライブ１は発熱する為、冷却風ＣＡを流して冷却する必要がある。しかし、増
設・保守作業エリアＭＡが装置中央部にあると、図５Ａ、図５Ｂに示すように、冷却風Ｃ
Ａがその空間に流れてしまい、ハードディスクドライブ１の内部が冷却され難いという課
題がある。又、着脱用の取付金具１３、ブラケット１４が障害物となり、ハードディスク
ドライブ１に冷却風ＣＡが当たりづらくなる事による冷却性能の低下や、冷却風ＣＡを正
しく流す為の整流用機構を設ける為に、さらなる部品追加が必要となり、コストアップの
要因となる。
【００１５】
　また、図６Ａに示すようなサイズのラックマウントサーバ装置２０では、前面シェルフ
２０Ｓに複数のハードディスクドライブ１が積み重ねられ、筐体２０Ａの中央部にマザー
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ボード６が設けられている。そして、マザーボード６の上にはヒートシンク３Ｈを備えた
ＣＰＵ３、メモリ４、拡張ＰＣＩボード５等が実装されており、ヒートシンク３Ｈを備え
たＣＰＵ３やメモリ４等の背の低い部品の上方には部品のない未使用エリアＳＰがあった
。このような場合、図６Ｂに示すように、未使用エリアＳＰに冷却ダクト７を設けて冷却
風ＣＡが効率良くヒートシンク３Ｈを備えたＣＰＵ３やメモリ４を冷却することが行われ
るが、未使用エリアＳＰが無駄なスペースとなっていた。
【００１６】
　１つの側面では、本出願は、装置筐体の上方向よりハードディスクドライブの挿抜作業
な可能なハードディスクドライブ着脱機構を設けたハードディスクドライブ搭載装置の提
供を目的とする。また、このようなハードディスクドライブ搭載装置を複数積み重ねて形
成される情報処理装置の提供も目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　実施形態の一観点によれば、両側面にガイドピンが突設されたガイドピン付のハードデ
ィスクドライブが交換可能に搭載されるラックマウント型のハードディスクドライブ搭載
装置であって、ハードディスクドライブ搭載装置の筐体内のハードディスクドライブの搭
載エリアに、１つのハードディスクドライブの搭載部分毎に、搭載部分に対してハードデ
ィスクドライブを独立に着脱できるハードディスクドライブ着脱機構が設けられており、
ハードディスクドライブ着脱機構が、ガイドピンを受け入れるガイド溝を備えた固定レー
ルと、固定レールに対して移動可能に重なり、ガイド溝に入った前記ガイドピンをガイド
ピン駆動溝によって移動させる移動レールとを備え、ガイド溝にガイドピンが挿入された
時に、固定レールの一端側に移動レールを移動させると搭載部分にハードディスクドライ
ブが搭載され、搭載部分にハードディスクドライブが搭載された状態で固定レールの他端
側に移動レールを移動させると、搭載部分からハードディスクドライブが取り出せる状態
になるハードディスクドライブ搭載装置が提供される。
【００１８】
　また、実施形態の他の観点によれば、両側面にガイドピンが突設されたガイドピン付の
ハードディスクドライブ及び前面に着脱用部材を有するガイドピン無しのハードディスク
ドライブが交換可能に搭載されるラックマウント型のハードディスクドライブ搭載装置で
あって、ハードディスクドライブ搭載装置の筐体内に、ガイドピン付のハードディスクド
ライブを搭載する第１の搭載エリアと、ガイドピン無しのハードディスクドライブを搭載
する第２の搭載エリアとを備え、第２の搭載エリアが筐体の前面側に設けられ、第１の搭
載エリアが第２の搭載エリアよりも背面側に設けられ、第１の搭載エリアには、１つのガ
イドピン付のハードディスクドライブの搭載部分毎に、搭載部分に対してガイドピン付の
ハードディスクドライブを独立に着脱できるハードディスクドライブ着脱機構が設けられ
、ハードディスクドライブ着脱機構が、ガイドピンを受け入れるガイド溝を備えた固定レ
ールと、固定レールに対して移動可能に重なり、ガイド溝に入ったガイドピンをガイドピ
ン駆動溝によって移動させる移動レールとを備え、ガイド溝にガイドピンが挿入された時
に固定レールの一端側に移動レールを移動させると、搭載部分にガイドピン付のハードデ
ィスクドライブが搭載され、搭載部分にハードディスクドライブが搭載された状態で固定
レールの他端側に移動レールを移動させると、搭載部分からガイドピン付のハードディス
クドライブが取り出せる状態になるハードディスクドライブ搭載装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１Ａ】図１Ａは複数のラックマウントサーバ装置を搭載するサーバ搭載ラックの関連
技術における構造を示す部分斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは図１Ａに示したサーバ搭載ラックから取り出した１つのラックマウン
トサーバ装置と、このラックマウントサーバ装置のハードディスク搭載部から取り出した
ハードディスクドライブを示す斜視図である。
【図２Ａ】図２Ａは図１Ｂに示したラックマウントサーバ装置の前面セルから１つのハー
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ドディスクドライブを抜き出す様子を示す部分平面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは図２Ａの側面図である。
【図３Ａ】図３Ａは図１Ａに示したサーバ搭載ラックから取り出した１つのラックマウン
トサーバ装置におけるハードディスクドライブの増設・保守作業エリアを示す部分平面図
である。
【図３Ｂ】図３Ｂは図３Ａに示したラックマウントサーバ装置から取り出す又は挿入する
１つのハードディスクドライブを、増設・保守作業エリアにおいて取り外す又は挿入する
動作を説明する説明図である。
【図４Ａ】図４Ａは図１Ｂに示したラックマウントサーバ装置のハードディスク搭載部に
おいてハードディスクドライブとラック側のコネクタとを接続する別の関連技術の接続構
造を示す部分平面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは図４Ａに示したハードディスクドライブの増設・保守作業エリアから
ハードディスクドライブを垂直方向に取り出す様子を示す側面図である。
【図５Ａ】図５Ａは図４Ａに示したラックマウントサーバ装置のハードディスク搭載部の
中を冷却風が流れる様子を示す平面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは図５Ａに示したハードディスクユニットの中を冷却風が流れる様子を
示す側面図である。
【図６Ａ】図６Ａは図１Ｂに示したラックマウントサーバ装置の内部の未使用エリアを示
すラックマウントサーバ装置の側面図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは図６Ａに示した未使用エリアに冷却ダクトが設けられている状態を示
す側面図である。
【図７Ａ】図７Ａは本出願のラックマウントサーバ装置に搭載するハードディスクドライ
ブの構造を示す斜視図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは本出願の第１の実施例のラックマウントサーバ装置から１つのハード
ディスクドライブを取り出す様子を説明する斜視図である。
【図８Ａ】図８Ａは図７Ｂに示した本出願の第１の実施例のラックマウントサーバ装置に
設けられた１つのハードディスクドライブ着脱機構の構造を示す組立斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは図７Ｂに示した本出願の第１の実施例のラックマウントサーバ装置に
設けられたハードディスクドライブ着脱機構の、ハードディスクドライブが無い状態の構
造を示す部分斜視図である。
【図９Ａ】図９Ａはハードディスクドライブに突設したガイドピンと、本出願の第１の実
施例のラックマウントサーバ装置の固定レールと移動レールとの関係を説明する組立斜視
図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは移動レールに取り付けられたレバーが開いている状態から閉じた状態
まで移動した時の固定レールに対する移動レールの動作を説明する遷移図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは移動レールに取り付けられたレバーが閉じている状態から開いた状態
まで移動した時の固定レールに対する移動レールの動作を説明する遷移図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは図９Ａに示したハードディスクドライブのガイドピンが、レバー
が開いた状態のラックマウントサーバ装置の固定レールのガイド溝に挿入された状態を示
すハードディスクドライブ着脱機構の側面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは図１０Ａに示したラックマウントサーバ装置のＡ－Ａ線における
断面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは図１０Ａに示した状態から、ハードディスクドライブのガイドピ
ンが固定レールのガイド溝の垂直部の底面まで達した状態を示すハードディスクドライブ
着脱機構の側面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは図１０Ｃに示した状態から、ハードディスクドライブのガイドピ
ンが固定レールのガイド溝の水平部を移動している状態を示すハードディスクドライブ着
脱機構の側面図である。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは図１０Ｄに示した状態から、ハードディスクドライブのガイドピ
ンが固定レールのガイド溝の水平部の端部まで移動し終えた状態を示すハードディスクド
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ライブ着脱機構の側面図である。
【図１０Ｆ】図１０Ｆは図１０Ｅに示したラックマウントサーバ装置のＢ－Ｂ線における
断面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、図１０Ｅに示した状態からレバーを引き上げる時の固定レール
、移動レール及びハードディスクドライブのガイドピンの動作を示すハードディスクドラ
イブ着脱機構の側面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは図１１Ａの状態からレバーが更に引き上げられ、ハードディスク
ドライブのガイドピンが固定レールのガイド溝の水平部と垂直部の交差部まで移動した状
態を示すハードディスクドライブ着脱機構の側面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは図１１Ｂに示した状態からレバーが更に引き上げられ、ハードデ
ィスクドライブのガイドピンが固定レールのガイド溝の垂直部を移動している状態を示す
ハードディスクドライブ着脱機構の側面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは図１１Ｃに示した状態からレバーが更に引き上げられ、レバーが
完全に開いた状態を示すハードディスクドライブ着脱機構の側面図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは図７Ｂに示した本出願のハードディスクドライブ着脱機構を備え
た第１の実施例のラックマウントサーバ装置における冷却風の流れを示す部分平面図であ
る。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは図１２Ａに示したラックマウントサーバ装置における冷却風の流
れを側面側から見た側面図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、図７Ｂに示したラックマウントサーバ装置の上に保守用カバー
が取り付けられたラックマウントサーバ装置が、サーバ搭載ラックに搭載された状態を示
す斜視図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは図１３Ａに示したラックマウントサーバ装置がサーバ搭載ラック
から引き出され、保守用カバーが外された状態を示す斜視図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは図１３Ａに示したラックマウントサーバ装置を側面から見た側面
図である。
【図１４Ａ】図１４Ａはサーバ搭載ラックに搭載された本出願の第２の実施例のラックマ
ウントサーバ装置を示す斜視図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは図１４Ａに示したラックマウントサーバ装置を側面から見た側面
図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、サーバ搭載ラックに搭載可能な第２の実施例の変形例のラック
マウントサーバ装置を示す斜視図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは図１５Ａに示したラックマウントサーバ装置内を流れる冷却風の
状態を説明する側面図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは本出願の第１の実施例のラックマウントサーバ装置に搭載される
別の構造のハードディスクドライブ着脱機構を示す側面図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは図１６Ａの状態からレバーが引き上げられた時の、固定レール、
移動レール及びハードディスクドライブのガイドピンの状態を示すハードディスクドライ
ブ着脱機構の側面図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは図１６Ｂの状態からレバーが更に引き上げられて完全に開いた時
の、固定レール、移動レール及びハードディスクドライブのガイドピンの状態を示すハー
ドディスクドライブ着脱機構の側面図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは本出願のラックマウントサーバ装置に設けられる更に別の構造を
備えたハードディスクドライブ着脱機構の斜視図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは本出願の更に別の構造を備えたハードディスクドライブ着脱機構
の引出しロッドに指を掛けて移動レールを引き出す状態を示すハードディスクドライブ着
脱機構の側面図である。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは図１７Ｂの状態から引出しロッドが更に引っ張られた時の、固定
レール、移動レール及びハードディスクドライブのガイドピンの状態を示すハードディス
クドライブ着脱機構の側面図である。
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【図１７Ｄ】図１７Ｄは図１７Ｃの状態から引出しロッドが、最大引出し位置まで引き出
された時の、固定レール、移動レール及びハードディスクドライブのガイドピンの状態を
示すハードディスクドライブ着脱機構の側面図である。
【図１８】図１８はサーバ搭載ラックに搭載された本出願のハードディスクドライブ着脱
機構を備えたラックマウントサーバ装置から、１つのハードディスクドライブを活性交換
する場合の交換手順を、比較技術における交換手順と比較して示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付図面を用いて本出願に係るハードディスクドライブ搭載装置の実施の形態を
、具体的な実施例に基づいて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施例ではハードデ
ィスクドライブ（ＨＤＤ）を説明するが、ハードディスクドライブと同様の形状を持つ装
置であれば、本機構は適用可能である。例えば、光ディスク装置やシリコンディスクと呼
ばれるＳＳＤ（ソリッドステートドライブ：固体型ドライブ）にも適用が可能である。
【００２１】
　図７Ａは本出願のハードディスクドライブ搭載装置に搭載するハードディスクドライブ
８の構造を示すものである。本出願のハードディスクドライブ搭載装置に搭載するハード
ディスクドライブ８は、両側面にガイドピン８Ｐが２本ずつ突設され、両側面に隣接する
一方の端部にコネクタ８Ｃが設けられたものである。
【００２２】
　図７Ｂは、ラックマウントサーバ装置から引き出されたハードディスクドライブ搭載装
置である本出願の第１の実施例のラックマウントサーバ装置１０から、１つのハードディ
スク８を取り出す様子を示すものである。第１の実施例のラックマウントサーバ装置１０
の筐体１０Ａは１Ｕサイズの高さを備えており、高さ方向に１つのハードディスクドライ
ブを収容することができる。ラックマウントサーバ装置１０にはハードディスクドライブ
の搭載エリアＨＡがあり、この搭載エリアＨＡに複数のハードディスクドライブ８が縦横
方向に並んで搭載されている。第１の実施例のラックマウントサーバ装置１０には、ハー
ドディスクドライブ着脱機構３０が、ラックマウントサーバ装置１０に搭載するハードデ
ィスクドライブ８の数と同数だけ設けられている。ハードディスクドライブ着脱機構３０
には操作レバー３４があり、この操作レバー３４を持ち上げるとハードディスクドライブ
８が搭載エリアＨＡから取り出される。
【００２３】
　図８Ａは、図７Ｂに示した本出願の第１の実施例のラックマウントサーバ装置１０に設
けられている１つのハードディスクドライブ着脱機構３０の構造を示すものである。ハー
ドディスクドライブ着脱機構３０には、２枚の固定レール３１と移動レール３２、回路基
板３３及び操作レバー３４を備えている。２枚の固定レール３１は平行に配置されており
、回路基板３３は、固定レール３１の各個の一方の端部の間に設けられており、ハードデ
ィスクドライブ８に接続する接続コネクタ３３Ｃを備えている。
【００２４】
　固定レール３１の両側には、移動レール３２を摺動させるためのスライドガイド３１Ｇ
が設けられている。よって、移動レール３２は、固定レール３１のスライドガイド３１Ｇ
で挟まれた空間内を、回路基板３３に対して離れる方向或いは近づく方向に摺動可能であ
る。移動レール３２は、固定レール３１の両側に設けることができる。２枚の固定レール
３１には夫々ハードディスクドライブ８にあるガイドピン８Ｐの位置に対応するガイド溝
３５がある。ガイド溝３５は、ハードディスクドライブ８の搭載時にガイドピン８Ｐを受
け入れる垂直溝３５Ｖと、垂直溝３５Ｖ内のガイドピン８Ｐを回路基板３３側に移動させ
る水平溝３５Ｈとを備えている。
【００２５】
　垂直溝３５Ｖの深さは、ガイドピン８Ｐが垂直溝３５Ｖの底部に達した時に、ハードデ
ィスクドライブ８に設けられたコネクタ８Ｃが、回路基板３３に設けられた接続コネクタ
３３Ｃと水平位置において一致する深さである。また、水平溝３５Ｈの長さは、ガイドピ
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ン８Ｐが水平溝３５Ｈの最奥部まで移動した時に、ハードディスクドライブ８に設けられ
たコネクタ８Ｃが回路基板３３に設けられた接続コネクタ３３Ｃに接続される長さである
。
【００２６】
　一方、２枚の移動レール３２には夫々、ガイドピン駆動溝３６がガイド溝３５と同じ間
隔で設けられている。ガイドピン駆動溝３６は、回路基板３３に近い側に斜面部３６Ｓ、
遠い側に垂直部３６Ｖを備えている。移動レール３２が固定レール３１に設けられたスラ
イドガイド３１Ｇの間に摺動可能に嵌め込まれると、移動レール３２の摺動時に、斜面部
３６Ｓ又は垂直部３６Ｖの何れかがガイド溝３５に重なる。
【００２７】
　また、ハードディスクドライブ着脱機構３０には、固定レール３１に対して移動レール
３２を移動させることができる移動レール駆動部材である操作レバー３４が設けられてい
る。操作レバー３４は、２本の長棒３４Ａ、２本の短棒３４Ｂ及び１本の連絡棒３４Ｃを
備えた略Ｕ字状をしている。長棒３４Ａは固定レール３１と同程度の長さを備え、短棒３
４Ｂは長棒３４Ａに対して回路基板３３側の端部に所定角度で接続され、連絡棒３４Ｃは
２本の長棒３４Ａの他方の端部を接続している。長棒３４Ａと短棒３４Ｂの接続部には軸
孔３４Ｈがあり、長棒３４Ａと短棒３４Ｂの接続部は、軸孔３４Ｈに挿通されるピン３７
によって固定レール３１の回路基板３３側の端部に回転可能に接続される。また、短棒３
４Ｂの自由端部には長孔３４Ｌがあり、移動レール３２の回路基板３３側の端部に設けら
れた軸孔３２Ｈに挿通されたピン３８がこの長孔３４Ｌに挿入される。
【００２８】
　操作レバー３４がこのように固定レール３１と移動レール３２に連結された状態では、
操作レバー３４の長棒３４Ａを固定レール３１に対して回転させると、短棒３４Ｂによっ
て移動レール３２が固定レール３１に対して移動する。そして、ハードディスクドライブ
８がハードディスクドライブ着脱機構３０の中に搭載された状態では、連絡棒３４Ｃが固
定レール３１の他方の端部の位置に移動して、操作レバー３４が閉じた状態となる。図８
Ｂは、図７Ｂに示した本出願の第１の実施例のラックマウントサーバ装置１０に設けられ
たハードディスクドライブ着脱機構３０の中にハードディスクドライブ８が無い状態を示
すものであり、操作レバー３４の移動範囲を示している。
【００２９】
　図９Ａは、ハードディスクドライブ８に突設されたガイドピン８Ｐと、ラックマウント
サーバ装置１０に設けられたハードディスクドライブ着脱機構３０の固定レール３１と移
動レール３２との関係を説明するものである。移動レール３２は固定レール３１に設けら
れたスライドガイド３１Ｇの間に挿入される。そして、ハードディスクドライブ８をハー
ドディスクドライブ着脱機構３０に取り付ける場合は、ガイドピン８Ｐが固定レール３１
に設けられたガイド溝３５に挿入される。
【００３０】
　ここで、ハードディスクドライブ着脱機構３０にハードディスクドライブ８を搭載する
時のハードディスクドライブ着脱機構３０の動作を、図９Ｂと、図１０Ａから図１０Ｆを
用いて説明する。ハードディスクドライブ８がハードディスクドライブ着脱機構３０に搭
載されていない状態では、図１０Ａ及び図９Ｂの一番上の図に示すように、操作レバー３
４は固定レール３１から立ち上った状態（開いた状態）にある。そして、移動レール３２
は回路基板３３から最も遠い位置に移動した位置にある。この状態では、ガイドピン駆動
溝３６の斜面部３６Ｓは、ガイド溝３５の垂直溝３５Ｖに重なっている。
【００３１】
　ハードディスクドライブ着脱機構３０の中にハードディスクドライブ８が搭載され、ガ
イドピン８Ｐが垂直溝３５Ｖ内に挿入されると、ガイドピン８Ｐは、図１０Ａ，図１０Ｂ
に示すように、垂直溝３５Ｖ内でガイドピン駆動溝３６の斜面部３６Ｓに当接して止まる
。図１０Ｂは図１０ＡのＡ－Ａ線における断面を示している。この状態で操作レバー３４
を倒して回転させ、移動レール３２を回路基板３３側に移動させると、図１０Ａに示す斜
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面部３６Ｓが垂直溝３５Ｖに重なった状態では、斜面部３６Ｓがガイドピン８Ｐを保持し
ながら垂直溝３５Ｖ内で降下させる。
【００３２】
　操作レバー３４を更に回転させるとガイドピン８Ｐが垂直溝３５Ｖの最下部まで移動し
、図１０Ｃに示す状態となる。この状態は、図９Ｂの２番目の図にも示すように、斜面部
３６Ｓが水平溝３５Ｈに重なった状態である。図１０Ｃに示す状態から操作レバー３４を
更に回転させると、図９Ｂの３番目の図に示すように、ガイドピン駆動溝３６の垂直部３
６Ｖが垂直溝３５Ｖの中に移動する。この後は、図１０Ｄに示すようにガイドピン駆動溝
３６の垂直部３６Ｖがガイドピン８Ｐを押してガイド溝３５の水平溝３５Ｈ内で回路基板
３３側に移動させる。そして、ガイドピン８Ｐがガイド溝３５の水平溝３５Ｈ内で回路基
板３３側に移動する過程で、ハードディスクドライブ８のコネクタ８Ｃが回路基板３３に
ある接続コネクタ３３Ｃに結合されていく。
【００３３】
　操作レバー３４が固定レール３１に重なる位置まで回転させると、図９Ｂの最も下の図
に示すように、ガイドピン駆動溝３６の斜面部３６Ｓが水平溝３５Ｈに重ならなくなる。
そしてこの状態では、ガイドピン８Ｐがガイドピン駆動溝３６の垂直部３６Ｖとガイド溝
３５の水平溝３５Ｈの端部との間に挟まれて固定される。この状態では、ハードディスク
ドライブ８のコネクタ８Ｃが回路基板３３にある接続コネクタ３３Ｃに結合している。図
１０Ｆは図１０ＥのＢ－Ｂ線における状態を示すものである。
【００３４】
　次に、ハードディスクドライブ着脱機構３０からハードディスクドライブ８を取り外す
時のハードディスクドライブ着脱機構３０の動作を、図９Ｃと、図１１Ａから図１１Ｆを
用いて説明する。図１１Ａの状態は、図１０Ｅに示した状態と同じである。この状態から
操作レバー３４を引き上げると、図９Ｃの最も下の図に示すように、ガイドピン駆動溝３
６の斜面部３６Ｓが、ガイドピン８Ｐに当接してこれを押す。
【００３５】
　操作レバー３４を引き上げると、図１１Ｂに示すようにガイドピン８Ｐがガイドピン駆
動溝３６の斜面部３６Ｓに押されてガイド溝３５の水平溝３５Ｈ内を移動し、やがて図９
Ｃの下から２番目の図に示すガイド溝３５の垂直溝３５Ｖに当接して水平移動が止まる。
ガイドピン８Ｐがガイド溝３５の水平溝３５Ｈ内を移動する過程で、ハードディスクドラ
イブ８のコネクタ８Ｃが回路基板３３の接続コネクタ３３Ｃから抜去される。操作レバー
３４を更に引き上げると、ガイドピン８Ｐは図９Ｃの上から２番目の図に示す斜面部３６
Ｓに押されて今度はガイド溝３５の垂直溝３５Ｖの中を上昇する。この状態が図１１Ｃに
示される。
【００３６】
　操作レバー３４が固定レール３１に対して垂直の状態まで引き上げられると、操作レバ
ー３４はこれ以上回転できなくなり、ガイドピン８Ｐは図１１Ｄに示す位置までガイド溝
３５の垂直溝３５Ｖの中を上昇する。この時、ガイドピン８Ｐは図９Ｃの１番上の図に示
すガイドピン駆動溝３６の斜面部３６Ｓに保持されている。ガイドピン８Ｐが図１１Ｄに
示す位置まで上昇した状態では、ハードディスクドライブ８の上部がハードディスクドラ
イブ着脱機構３０から露出している。そこで、露出部を掴んでハードディスクドライブ８
を上に引き上げることにより、ハードディスクドライブ８をハードディスクドライブ着脱
機構３０から取り外すことができる。
【００３７】
　図１２Ａは、図７Ｂに示した本出願のハードディスクドライブ着脱機構３０を備えた第
１の実施例のラックマウントサーバ装置１０における筐体１０Ａ内を流れる冷却風ＣＡの
流れを示すものである。また、図１２Ｂは図１２Ａに示したラックマウントサーバ装置１
０の筐体１０Ａにおける冷却風ＣＡの流れを側面側から見た側面図である。ハードディス
クドライブ着脱機構３０を使用することにより、ハードディスクドライブ８の間に余分な
スペースが無くなる。又、ハードディスクドライブ８自体には冷却風ＣＡの流れを妨げる
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ような機構が不要なため、冷却風ＣＡがハードディスクドライブ８の表面に多く流れ込み
、発熱部分を効率よく冷却する事が可能となる。
【００３８】
　図１３Ａは、図７Ｂに示したラックマウントサーバ装置１０が情報処理装置であるサー
バ搭載ラック５０から引き出された状態を示すものである。ラックマウントサーバ装置１
０の筐体１０Ａの側面には、サーバ搭載ラック５０よりラックマウントサーバ装置１０を
引き出す為のスライドレール５１が設けられている。ラックマウントサーバ装置１０の内
部には、図１３Ｂに示すように、サーバの主要機能を構成するマザーボード６や電源ユニ
ット９、冷却ファン２等が搭載されている。また、ラックマウントサーバ装置１０の内部
には、ハードディスクドライブ８を着脱可能に搭載するための、固定レール３１、移動レ
ール３２及び操作レバー３４を備えるハードディスクドライブ着脱機構３０が設けられて
いる。
【００３９】
　ラックマウントサーバ装置１０のハードディスクドライブ着脱機構３０には、図１３Ｃ
に示すように、ガイドピン８Ｐが両側面に設けられたハードディスク８を搭載する。また
、ハードディスク８の搭載部の上部には、装置稼動状態でもハードディスクドライブ８の
部分のみを部分的に開閉可能な保守用カバー１８を設ける。なお、図１３Ｂには、図１３
Ａ、図１３Ｃに示した保守用カバー１８の図示が省略されている。
【００４０】
　本出願のように、ハードディスクドライブ着脱機構を使用してハードディスクドライブ
を搭載する事により、ハードディスクドライブ自体に挿抜用の機構を設ける必要が無く、
また作業スペースを最小限に抑えることができる為、ハードディスクドライブが容易に着
脱可能となる。また、ハードディスクドライブの実装密度の向上及び部品コストを低減す
る事が可能となる。更に、実装密度が向上することにより、冷却経路が最適化され、冷却
性能を向上させることが可能となる。
【００４１】
　なお、第１の実施例では、ハードディスクドライブ着脱機構３０を搭載したラックマウ
ントサーバ装置１０について説明したが、ハードディスクドライブ着脱機構３０は、ＣＰ
Ｕ等を搭載しないストレージ装置にも搭載することが可能である。
【００４２】
　図１４Ａは、サーバ搭載ラック５０に搭載された本出願の第２の実施例のラックマウン
トサーバ装置２０が、筐体２０Ａに取り付けられたスライドレール５１を使用してサーバ
搭載ラック５０から引き出された状態を示すものである。第１の実施例のラックマウント
サーバ装置１０は、高さが最小限のサイズ（１Ｕサイズ）であった。これに対し、第２の
実施例のラックマウントサーバ装置２０は高さがこれより高いサイズ（例えば２Ｕサイズ
）を有する点が第１の実施例のラックマウントサーバ装置１０と相違する点である。第２
の実施例のラックマウントサーバ装置２０は２Ｕサイズの高さを有するので、前面シェル
フ２０Ｓには筐体２０Ａの高さ方向に３段にハードディスクドライブ１が積み重ねられて
いる。ラックマウントサーバ装置２０の前面シェルフ２０Ｓに搭載されるハードディスク
ドライブ１は、前面シェルフ２０Ｓに対して前方（正面側）から着脱できるので、ハード
ディスクドライブ１の両側面にはガイドピンは設けられていない。
【００４３】
　図１４Ｂは、図１４Ａに示したラックマウントサーバ装置２０を側面から見たものであ
る。ラックマウントサーバ装置２０内には、前面から着脱作業可能なハードディスクドラ
イブ１を搭載する前面シェルフ２０Ｓがある。前面シェルフ２０Ｓの後方には、サーバの
主要機能を構成するマザーボード６、冷却ファン２、ヒートシンク３Ｈを備えたＣＰＵ３
，メモリ４及び拡張用のＰＣＩボード（図示せず）等が搭載されている。２Ｕサイズのラ
ックマントサーバ装置２０では、前述のように、ヒートシンク３Ｈを備えたＣＰＵ３やメ
モリ４の背が低いので、マザーボード６の上部に未使用エリアがある。
【００４４】
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　そこで、第２の実施例では、第１の実施例のラックマントサーバ装置１０に設けたハー
ドディスクドライブ着脱機構３０を、筐体２０Ａにスペーサ２９等を用いてマザーボード
６に干渉しないように取り付ける。ハードディスクドライブ着脱機構３０には、ガイドピ
ン８Ｐを備えるハードディスクドライブ８を搭載し、ハードディスクドライブ着脱機構３
０の上部には装置稼動状態で取り外し可能な上部カバー２８を設ける。
【００４５】
　通常の２Ｕサイズのラックマウントサーバ装置では、マザーボードの主要機能が搭載さ
れている部分と、拡張ＰＣＩボードや冷却ファン、ハードディスク等が搭載される部分で
は、搭載部品の高さの違いにより、ＣＰＵやメモリの上部に未使用エリアが発生していた
。一方、本出願の第２の実施例のラックマウントサーバ装置２０では、未使用エリアにハ
ードディスクドライブ着脱機構３０を設けてハードディスクドライブ８を搭載し、ハード
ディスクドライブ８の搭載数を増やしている。そして、ハードディスクドライブ着脱機構
３０は主に、固定レール３１、移動レール３２及び操作レバー３４で構成され、ハードデ
ィスクドライブ８を取り除けば、底面部分が開いている為、マザーボード６上のＣＰＵ３
やメモリ４等の保守・増設作業性を極力損なわない。このように、第２の実施例のラック
マウントサーバ装置２０では、本来デッドスペースとなる所に、ハードディスクドライブ
８を搭載できるため、未使用エリアを有効活用する事ができ、高密度実装が可能となる。
【００４６】
　図１５Ａは、サーバ搭載ラックに搭載可能な第２の実施例の変形実施例の２Ｕサイズの
ラックマウントサーバ装置２０を示すものである。また、図１５Ｂは、図１５Ａに示した
ラックマウントサーバ装置２０の内部構造及び内部を流れる冷却風ＣＡの状態を説明する
ものである。本変形実施例では、前面から着脱可能なハードディスクドライブ１を搭載し
ている前面シェルフ２０Ｓの一部（下部）に、マザーボード６を配置し、その上のＣＰＵ
３を実装している。そして、ラックマウントサーバ装置２０の前面には吸気口２１を設け
て冷却風ＣＡがより多くＣＰＵ３に当たるようにしている。
【００４７】
　一方、ＣＰＵ３をラックマウントサーバ装置２０の前面に実装することにより、前面シ
ェルフ２０Ｓに搭載できなくなったハードディスクドライブ１については、これと同様の
記憶容量を持つガイドピン８Ｐ付のハードディスクドライブ８に変更する。そして、変更
したハードディスクドライブ８をハードディスクドライブ着脱機構３０を用いて第２実施
例と同様に、マザーボード６の上部空間にスペーサ２９を用いて搭載する。ハードディス
クドライブ着脱機構３０の下方のマザーボード６にはメモリ４等を実装することができる
。
【００４８】
　通常、ハードディスクドライブを大量にラックマウントサーバ装置に搭載すると、ハー
ドディスクドライブは吸気口のある装置前面部に配置されてしまう。このため、ハードデ
ィスクドライブが障害物となり、冷却風のラックマウントサーバ装置内への流入量が下が
ってしまい、サーバ用等の発熱量の高いＣＰＵを冷却する場合の冷却風による冷却効率が
低下していた。
【００４９】
　しかし、ラックマウントサーバ装置の前面にあったハードディスクドライブを装置内部
に搭載する事により、ハードディスクドライブの搭載台数は維持したまま、冷却風による
冷却効率が最も良い場所に、最も冷却する必要のあるＣＰＵを配置する事が可能となる。
これにより、ＣＰＵの冷却効率を大幅に改善する事ができ、また冷却ファンの能力を抑え
る事が可能となる為、電力を削減する事も可能となる。
【００５０】
　図１６Ａは本出願の第１の実施例のラックマウントサーバ装置１０に搭載される別の構
造のハードディスクドライブ着脱機構３０Ａを示すものである。図８Ａ，図８Ｂに示した
構造のハードディスクドライブ着脱機構３０では、操作レバー３４の回転基部が回路基板
３３側にあり、連絡棒３４Ｃが回路基板３３から遠い側の固定レール３１の端部側にあっ
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た。一方、図１６Ａに示すハードディスクドライブ着脱機構３０Ａでは、操作レバー３４
の回転基部が回路基板３３から遠い側にあり、連絡棒３４Ｃが回路基板３３側の固定レー
ル３１の端部側にある。ハードディスクドライブ着脱機構３０Ａにおける固定レール３１
及び移動レール３２の構造は、ハードディスクドライブ着脱機構３０における固定レール
３１及び移動レール３２の構造と同じである。
【００５１】
　したがって、ハードディスクドライブ着脱機構３０Ａの動作は、操作レバー３４の引き
上げ方向が異なるだけで、その他の動作はハードディスクドライブ着脱機構３０の動作と
全く同じである。そして、図１６Ａの状態が図１１Ａの状態に対応し、図１６Ｂの状態が
図１１Ｂの状態に対応し、図１６Ｃの状態が図１１Ｄの状態に対応する。よって、同じ構
成部材には同じ符号を付してその動作説明を省略する。
【００５２】
　図１７Ａは、本出願のラックマウントサーバ装置に設けられる更に別の構造を備えたハ
ードディスクドライブ着脱機構３０Ｃを示すものである。ハードディスクドライブ着脱機
構３０Ｃには操作レバーはなく、移動レール３２の回路基板３３から遠い側の端部に、両
端部を接続する操作ロッド３９が設けられている。ハードディスクドライブ着脱機構３０
，３０Ａでは、操作レバー３４を固定レール３１に対して回転させることによって移動レ
ール３２を移動させていた。一方、本実施例のハードディスクドライブ着脱機構３０Ｃで
は、操作ロッド３９を外部から引いたり押したりすることによって移動レール３２を移動
させている。このため、移動レール３２の回路基板３３側の端部には、移動レール３２の
最大引出し位置を定めるストッパ３２Ｓが設けられている。移動レール３２はこのストッ
パ３２Ｓが固定レール３１に設けられたスライドガイド３１Ｇの端部に当接する位置まで
引き出すことができる。
【００５３】
　図１７Ｂは、ハードディスクドライブ着脱機構３０Ｃの操作ロッド３９に指Ｆを掛けて
移動レール３２を引き出す状態を示すものであり、ハードディスクドライブ８、固定レー
ル３１及び移動レール３２の状態は図１１Ａに示す状態と同じである。図１７Ｃは、図１
７Ｂの状態から操作ロッド３９が更に引っ張られた状態を示しており、ハードディスクド
ライブ８、固定レール３１及び移動レール３２の状態は図１１Ｂに示す状態と同じである
。図１７Ｄは、図１７Ｃの状態から操作ロッド３９が、最大引出し位置まで引き出された
状態を示しており、ハードディスクドライブ８、固定レール３１及び移動レール３２の状
態は図１１Ｄに示す状態と同じである。ハードディスクドライブ着脱機構において、固定
レールに対して移動レールを移動させる部材は、操作レバーや操作ロッドに限定されるも
のではない。
【００５４】
　図１８は、サーバ搭載ラックに搭載された本出願のハードディスクドライブ着脱機構を
備えたラックマウントサーバ装置から、１つのハードディスクドライブを活性交換する場
合の交換手順を、比較技術における交換手順と比較して示すフロー図である。図１８には
ハードディスクドライブはＨＤＤと記載してある。
【００５５】
　通常、ラックマウントサーバ装置の内部にハードディスクドライブを搭載した場合には
、ハードディスクドライブが通電状態の時にハードディスクドライブに接触して作業する
必要がある。しかし、本出願のハードディスクドライブ着脱機構を備えたラックマウント
サーバ装置では、ハードディスクドライブに直接触れる事無く、電気的な接続及び解除が
できる。このため、危険防止や誤動作防止の為のハードディスク単体を保護するカバーや
その他の機構部品が不要となる。これらにより、実装密度の向上や不要部品削減によるコ
スト低減、さらには冷却的にも不要な部品やスペースが無くなる事で、冷却経路が単純化
され冷却対象のハードディスクドライブを効率的に冷却可能となる事から、冷却性能を向
上させる事ができる。
【００５６】
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　以上、本出願を特にその好ましい実施の形態を参照して詳細に説明した。本出願の容易
な理解のために、本出願の具体的な形態を以下に付記する。
【００５７】
　（付記１）　両側面にガイドピンが突設されたガイドピン付のハードディスクドライブ
が交換可能に搭載されるハードディスクドライブ搭載装置であって、
　前記ハードディスクドライブ搭載装置の筐体内の前記ハードディスクドライブの搭載エ
リアに、１つの前記ハードディスクドライブの搭載部分毎に、前記搭載部分に対して前記
ハードディスクドライブを独立に着脱できる機構が設けられており、
　前記機構が、
　前記ガイドピンを受け入れるガイド溝を備えた固定レールと、
　該固定レールに対して隣接し、前記ガイド溝に入った前記ガイドピンを駆動溝によって
移動させる移動レールとを備え、
　前記ガイド溝に前記ガイドピンが挿入された時に前記固定レールの一端側に前記移動レ
ールを移動させると、前記搭載部分に前記ハードディスクドライブが搭載され、前記搭載
部分に前記ハードディスクドライブが搭載された状態で前記固定レールの他端側に前記移
動レールを移動させると、前記搭載部分から前記ハードディスクドライブが取り出せる状
態になるハードディスクドライブ搭載装置。
　（付記２）　両側面にガイドピンが突設されたガイドピン付のハードディスクドライブ
及び前面に着脱用部材を有するガイドピン無しのハードディスクドライブが、交換可能に
搭載されるハードディスクドライブ搭載装置であって、
　前記ハードディスクドライブ搭載装置の筐体内に、前記ガイドピン付のハードディスク
ドライブを搭載する第１の搭載エリアと、前記ガイドピン無しのハードディスクドライブ
を搭載する第２の搭載エリアとを備え、
　前記第２の搭載エリアが前記筐体の前面側に設けられ、前記第１の搭載エリアが前記第
２の搭載エリアよりも背面側に設けられ、
　前記第１の搭載エリアには、前記ガイドピン付のハードディスクドライブの搭載部分毎
に、前記搭載部分に対して前記ガイドピン付のハードディスクドライブを独立に着脱でき
る機構が設けられ、
　前記機構が、
　前記ガイドピンを受け入れるガイド溝を備えた固定レールと、
　該固定レールに対して隣接し、前記ガイド溝に入った前記ガイドピンを駆動溝によって
移動させる移動レールとを備え、
　前記ガイド溝に前記ガイドピンが挿入された時に前記固定レールの一端側に前記移動レ
ールを移動させると、前記搭載部分に前記ガイドピン付のハードディスクドライブが搭載
され、前記搭載部分に前記ハードディスクドライブが搭載された状態で前記固定レールの
他端側に前記移動レールを移動させると、前記搭載部分から前記ガイドピン付のハードデ
ィスクドライブが取り出せる状態になる付記１に記載のハードディスクドライブ搭載装置
。
　（付記３）　前記固定レールが平行に配置された２枚の固定レールであり、
　前記固定レールの各個の一方の端部の間に、前記ガイドピン付のハードディスクドライ
ブに接続する接続コネクタを備えた基板が設けられており、
　前記移動レールは、前記固定レールの内側を、前記基板に対して離れる方向或いは近づ
く方向に摺動可能であり、
　前記ガイド溝は、前記ハードディスクドライブの搭載時に前記ガイドピンを受け入れる
垂直溝と、前記垂直溝内の前記ガイドピンを前記基板側に移動させる水平溝とを備えてお
り、
　前記駆動溝は、前記基板に近い側に斜面部、遠い側に垂直部を備え、前記移動レールの
摺動時に、前記斜面部又は前記垂直部を前記ガイドピンに当接させて前記ガイドピンを前
記ガイド溝内で移動させる付記１又は２に記載のハードディスクドライブ搭載装置。
　（付記４）　前記移動レールに、外力の印加により前記移動レールを移動させる移動レ
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ール駆動部材が設けられている付記１から３の何れかに記載のハードディスクドライブ搭
載装置。
　（付記５）　前記垂直溝の深さは、前記ガイドピンが前記垂直溝の底部に達した時に、
前記ハードディスクドライブに設けられたコネクタが前記基板に設けられた接続コネクタ
と水平位置において一致する深さであり、
　前記水平溝の長さは、前記ガイドピンが前記水平溝の端部まで移動した時に、前記ハー
ドディスクドライブに設けられたコネクタが前記基板に設けられた接続コネクタに接続さ
れる長さである付記１から４の何れかに記載のハードディスクドライブ搭載装置。
【００５８】
　（付記６）　前記ハードディスクドライブ着脱機構の隣接部に設けられる前記固定レー
ルは１つであり、前記移動レールは前記固定レールの両側に配置される付記１から５の何
れかに記載のハードディスクドライブ搭載装置。
　（付記７）　前記ハードディスクドライブの両側面には、夫々２本のガイドピンが同じ
位置に突設されており、
　前記固定レールには前記ガイド溝 が２箇所に設けられており、
　前記移動レールには前記駆動溝が２箇所に設けられている付記１から６の何れか記載の
ハードディスクドライブ搭載装置。
　（付記８）　前記移動レール駆動部材が、２本の長棒、２本の短棒及び１本の連絡棒を
備えたレバーであり、
　前記長棒は前記固定レールと同程度の長さを備え、前記短棒は前記長棒に対して前記基
板側の端部で折れ曲がって接続され、前記連絡棒は前記２本の長棒の他方の端部を接続し
、
　前記長棒と前記短棒の接続部は前記固定レールの前記基板側の端部に軸支され、
　前記短棒の自由端部は、前記移動レールの前記基板側の端部に長孔を介して連結され、
　前記ガイドピン付のハードディスクドライブが前記ハードディスクドライブ着脱機構の
中に搭載された状態では、前記連絡棒が前記固定レールの前記他方の端部の位置にあって
、前記レバーが閉じた状態である付記１から７の何れかに記載のハードディスクドライブ
搭載装置。
　（付記９）　前記移動レール駆動部材(34)が、２本の長棒、２本の短棒及び１本の連絡
棒を備えたレバーであり、
　前記長棒は前記固定レールと同程度の長さを備え、前記短棒は前記長棒に対して前記基
板側の端部で折れ曲がって接続され、前記連絡棒は前記２本の長棒の他方の端部を接続し
、
　前記短棒の自由端部は、前記固定レールの前記基板と反対側の端部に軸支され、
　前記短棒と前記長棒の接続部の近傍は、前記移動レールの前記基板と反対側の端部に長
孔を介して連結され、
　前記ガイドピン付のハードディスクドライブが前記ハードディスクドライブ着脱機構の
中に搭載された状態では、前記連絡棒が前記固定レールの前記基板側の端部の位置にあっ
て、前記レバーが閉じた状態である付記１から７の何れかに記載のハードディスクドライ
ブ搭載装置。
　（付記１０）　前記移動レール駆動部材が前記移動レールの前記基板と反対側の端部同
士を連結するロッドであり、
　前記移動レールの前記基板側の端部には、前記移動レールの移動距離を制限するストッ
パが設けられていて、
　前記ガイドピン付のハードディスクドライブが前記ハードディスクドライブ着脱機構の
中に搭載された状態では、前記ロッドは前記固定レールの前記他方の端部の位置にある付
記１から７の何れかに記載のハードディスクドライブ搭載装置。
【００５９】
　（付記１１）　前記移動レールが前記基板に最も近い位置に移動した状態にある時は、
前記ガイドピン駆動溝の前記斜面部は、前記ガイド溝の水平溝の端部の外にあり、
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　前記移動レールを前記基板側から離す方向に移動させると、前記斜面部が前記水平溝に
重なった状態では、前記斜面部が前記ガイドピンを前記垂直溝方向に移動させ、前記斜面
部が前記垂直溝に重なった状態では、前記斜面部が前記ガイドピンを前記垂直溝内で押し
上げる付記１から１０の何れかに記載のハードディスクドライブ搭載装置。
　（付記１２）　前記移動レールが前記基板から最も遠い位置に移動した状態にある時は
、前記ガイドピン駆動溝の前記斜面部は、前記ガイド溝の垂直溝に重なっており、
　前記ハードディスクドライブ着脱機構の中に前記ガイドピン付のハードディスクドライ
ブが搭載され、前記ガイドピンが前記垂直溝内に挿入された状態で、前記移動レールを前
記基板側に移動させると、前記斜面部が前記垂直溝に重なった状態では、前記斜面部が前
記ガイドピンを保持しながら前記垂直溝内で降下させ、前記斜面部が前記水平溝に重なっ
た状態では、前記ガイドピン駆動溝の垂直部が前記ガイドピンを押して前記水平溝内で前
記基板側に移動させる付記１から１１の何れかに記載のハードディスクドライブ搭載装置
。
　（付記１３）　前記ハードディスクドライブ搭載装置がラックマウントサーバ装置であ
り、
　前記ガイドピン付のハードディスクドライブの搭載エリアが前記筐体の前面側に配置さ
れており、
　前記筐体の背面側に少なくとも冷却ファン、回路基板、及び電源ユニットが設けられて
いる付記１に記載のハードディスクドライブ搭載装置。
　（付記１４）　前記ガイドピン付のハードディスクドライブの搭載エリアには、前記機
構が横方向及び奥行方向に並んで配置されており、
　横方向に並んだ前記機構の上には、前記機構を覆う保守用カバーが設けられている付記
１３に記載のハードディスクドライブ搭載装置。
　（付記１５）　前記ハードディスクドライブ搭載装置がストレージ装置であって、
　前記ストレージ装置には前記ガイドピン付のハードディスクドライブの搭載エリアだけ
が設けられている付記１に記載のハードディスクドライブ搭載装置。
【００６０】
　（付記１６）　ラック内にハードディスクドライブ搭載装置を積み重ねて搭載した情報
処理装置であって、
　前記ハードディスクドライブ搭載装置には、両側面にガイドピンが突設されたガイドピ
ン付のハードディスクドライブが交換可能に搭載され、
　前記ハードディスクドライブ搭載装置の筐体内の前記ハードディスクドライブの搭載エ
リアに、１つの前記ハードディスクドライブの搭載部分に対して１つ設けられ、前記搭載
部分に対して前記ハードディスクドライブを独立に着脱できる機構を備え、前記機構が、
　前記ガイドピンを受け入れるガイド溝を備えた固定レールと、
　該固定レールに対して隣接し、前記ガイド溝に入った前記ガイドピンを駆動溝によって
移動させる移動レールとを備え、
　ハードディスクドライブ搭載装置では、前記ガイド溝に前記ガイドピンが挿入された時
に、前記固定レールの一端側に前記移動レールを移動させると、前記搭載部分に前記ハー
ドディスクドライブが搭載され、前記固定レールの他端側に前記移動レールを移動させる
と、前記搭載部分から前記ハードディスクドライブが取り出せる状態になる情報処理装置
。
　（付記１７）　ラック内にハードディスクドライブ搭載装置を積み重ねて搭載した情報
処理装置であって、
　両側面にガイドピンが突設されたガイドピン付のハードディスクドライブ及び前面に着
脱用部材を有するガイドピン無しのハードディスクドライブが交換可能に搭載され、
　前記ハードディスクドライブ搭載装置の筐体内に、前記ガイドピン付のハードディスク
ドライブを搭載する第１の搭載エリアと、前記ガイドピン無しのハードディスクドライブ
を搭載する第２の搭載エリアとを備え、
　第２の搭載エリアが前記筐体の前面側に設けられ、前記第１の搭載エリアが前記第２の
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　前記第１の搭載エリアは、１つの前記ガイドピン付のハードディスクドライブの搭載部
分に対して１つ設けられ、前記搭載部分に対して前記ガイドピン付のハードディスクドラ
イブを独立に着脱できる機構を備え、前記機構が、
　前記ガイドピンを受け入れるガイド溝を備えた固定レールと、
　該固定レールに対して隣接し、前記ガイド溝に入った前記ガイドピンを駆動溝によって
移動させる移動レールとを備え、
　ハードディスクドライブ搭載装置では、前記ガイド溝に前記ガイドピンが挿入された時
に、前記固定レールの一端側に前記移動レールを移動させると、前記搭載部分に前記ガイ
ドピン付のハードディスクドライブが搭載され、前記固定レールの他端側に前記移動レー
ルを移動させると、前記搭載部分から前記ガイドピン付のハードディスクドライブが取り
出せる状態になる情報処理装置。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　ハードディスク
　２　　ファン
　３　　ＣＰＵ
　４　　メモリ
　５　　拡張ＰＣＩボード
　６　　マザーボード
　８　　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
　８Ｐ　　ガイドピン
　１０、２０　　ラックマウントサーバ装置
　３０　　ＨＤＤ着脱機構
　３１　　固定レール
　３２　　移動レール
　３３　　回路基板
　３４　　操作レバー
　３５　　ガイド溝
　３６　　ガイドピン駆動溝
　３９　　操作ロッド
　５０　　サーバ搭載ラック
　５１　　スライドレール



(18) JP 6164035 B2 2017.7.19

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】



(19) JP 6164035 B2 2017.7.19

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】



(20) JP 6164035 B2 2017.7.19

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】

【図１０Ｅ】

【図１０Ｆ】

【図１１Ａ】



(21) JP 6164035 B2 2017.7.19

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１１Ｄ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】



(22) JP 6164035 B2 2017.7.19

【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】



(23) JP 6164035 B2 2017.7.19

【図１７Ｃ】

【図１７Ｄ】

【図１８】



(24) JP 6164035 B2 2017.7.19

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－３２７３９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０６５２９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０３６６６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１８２６５８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｂ　　３３／１２－３３／１４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

